
目
　
　
　
次
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示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
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七

公
　
　
　
告

○
遊
漁
規
則
の
変
更
認
可
（
四
件
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
山
ヶ
洞
入
口
六
二
〇
五
の
一
・
六
二
〇
五
の
九
・
六
二
〇
五
の
一
五

（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
六
二
〇
五
の
一
六
か
ら
六
二
〇
五
の
一

八
ま
で
。

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
解
除
の
理
由

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
笛
吹
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。）

公
　
　
　
告

'

遊
漁
規
則
の
変
更
認
可

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業

協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

峡
東
漁
業
協
同
組
合
　
山
梨
市
正
徳
寺
一
九
二
〇

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
三
号

三
　
認
可
に
係
る
変
更
内
容

遊
漁
料
納
付
場
所
に
つ
い
て
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
落
合
店
及
び
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
塩
山
バ
イ
パ
ス

店
を
削
除
し
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
甲
州
熊
野
橋
西
店
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

四
　
変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

'

遊
漁
規
則
の
変
更
認
可

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業

協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

早
川
漁
業
協
同
組
合
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
保
五
〇
九

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
五
号

三
　
認
可
に
係
る
変
更
内
容

１
　
前
売
り
遊
漁
料
の
納
付
場
所
に
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
及
び

サ
ー
ク
ル
ケ
イ
サ
ン
ク
ス
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
１
に
お
い
て
追
加
さ
れ
た
納
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
遊
漁
承
認
証
の
様
式
を
追
加
す
る
こ

と
と
し
た
。

四
　
変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

'

遊
漁
規
則
の
変
更
認
可

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業

協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
一
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

五
月
二
日

第
二
千
百
三
十
一
号

月　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

小
菅
村
漁
業
協
同
組
合
　
北
都
留
郡
小
菅
村
四
三
八
三
│
一

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
七
号

三
　
認
可
に
係
る
変
更
内
容

１
　
前
売
り
遊
漁
料
の
納
付
場
所
に
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
及
び

サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
１
に
お
い
て
追
加
さ
れ
た
納
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
遊
漁
承
認
証
の
様
式
を
追
加
す
る
こ

と
と
し
た
。

四
　
変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

'

遊
漁
規
則
の
変
更
認
可

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業

協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

桂
川
漁
業
協
同
組
合
　
上
野
原
市
上
野
原
二
五
八
〇

二
　
漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
八
号

三
　
認
可
に
係
る
変
更
内
容

肢
体
不
自
由
者
、
女
性
及
び
高
齢
者
（
八
十
歳
以
上
）
の
遊
漁
料
を
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

あ
ゆ
一
年
　
三
千
五
百
円

あ
ゆ
以
外
一
年
　
二
千
百
円

四
　
変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

三
一
八


